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(57)【要約】
　巻き付け式セルフラミネートリストバンドは、印刷さ
れた情報を受けるためのイメージ領域を備える実質的に
透明なラミネートストラップと、ストラップがイメージ
領域を重ねるように自己に巻き付くとラミネートするよ
うに、イメージ領域に隣接する１つ以上の接着剤の層と
、を含む。代替実施形態は、接着剤の代わりにリストバ
ンドを固定するためのスナップ留めを提供して、熱感受
性または活性印刷剤の被覆を備えるイメージ領域を形成
し、リストバンドとの共通使用のための１つ以上のラベ
ルを追加し、複数のリストバンドのページに、またはラ
ベルと、あるいは別個にリストバンドを形成し、プリン
タ処理可能なビジネスフォームの一部としてリストバン
ドを形成し、連続折り畳みまたはロールフォーマットと
してラベルを備えるかまたは備えないリストバンドフォ
ームを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルフラミネートリストバンドを含むプリンタ処理可能なビジネスフォームであって、
前記リストバンドが、前記ビジネスフォームのラミネートプライまでのダイカットによっ
て象られるラミネートストラップと、前記ビジネスフォームのフェースプライまでのダイ
カットによって象られ、ラミネートストラップの末端に接着されるイメージ面と、ストラ
ップを固定するために前記ラミネートストラップに塗布される接着剤の層と、を含み、前
記リストバンドが前記ダイカットに沿って前記ビジネスフォームから分離され、イメージ
面にオーバーラップしてラミネートする窓で前記面プライに接着するために着用者の手首
に巻き付けられるように、前記ラミネートストラップが前記面プライ末端と反対側の末端
の付近に窓を有する、ビジネスフォーム。
【請求項２】
　前記ラミネートストラップが、その長さの少なくとも一部に沿って輪郭を持った縁を有
する、請求項１に記載のビジネスフォーム。
【請求項３】
　前記窓が、それによってストラップの反対末端を着用者の手首の周りに異なる長さまで
巻き付かせ、さらにまだ窓を実質的にイメージ面上に位置させるために、イメージ面の長
さよりも実質的に長い長さを有する、請求項１に記載のビジネスフォーム。
【請求項４】
　ラミネートストラップを画定する前記ダイカットが断続ダイカットを含む、請求項３に
記載のビジネスフォーム。
【請求項５】
　前記ストラップが、ビジネスフォームからの分離後にイメージ部を包囲する部分を有し
、前記接着剤の層が、それによってイメージ部をラミネートし、着用者の手首にリストバ
ンドを固定するために、前記ストラップの反対末端を接着するためにそこに塗布される、
請求項４に記載のビジネスフォーム。
【請求項６】
　イメージ部の下にある前記ストラップの部分が、窓を包含するストラップの部分よりも
狭い幅を有する、請求項５に記載のビジネスフォーム。
【請求項７】
　複数のラベルをさらに含み、前記リストバンドが前記ビジネスフォームの第一部分に形
成され、複数のラベルが前記ビジネスフォームの第二部分に形成されている、請求項１に
記載のビジネスフォーム。
【請求項８】
　前記第一部分が第二部分の上にあり、複数の前記ビジネスフォームが連続ストリップと
して配置されている、請求項７に記載のビジネスフォーム。
【請求項９】
　前記ラミネートストラップがその両辺の少なくとも１つに沿って曲線状の縁を有する、
請求項１に記載のビジネスフォーム。
【請求項１０】
　巻き付け式セルフラミネートリストバンドを含むプリンタ処理可能なビジネスフォーム
において、前記リストバンドが、一体に形成された窓を一端に有する単一幅ラミネートス
トラップと、反対末端にあるイメージ部と、イメージ部に重ねて接着するために着用者の
手首の周りに前記窓末端を巻き付けることでイメージ部をラミネートするように、前記ス
トラップに塗布された接着剤と、を含む、ビジネスフォーム。
【請求項１１】
　前記窓が、それによってイメージ末端に重なる窓末端の長さを異ならせ、さらにまだそ
れが所定位置に接着される際にイメージ部に一致させるために、イメージ部の長さよりも
実質的に長い長さを有する、請求項１０に記載のビジネスフォーム。
【請求項１２】
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　接着剤が、２つの末端が着用者の手首の周りで結びつく際にそれによって窓末端をイメ
ージ末端に接着するために、イメージ領域を包囲するストラップに塗布された接着剤の層
を含む、請求項１１に記載のビジネスフォーム。
【請求項１３】
　ストラップが単一プライの材料で形成されている、請求項１２に記載のビジネスフォー
ム。
【請求項１４】
　イメージ部が、単一プライに塗布された材料の被覆を含む、請求項１３に記載のビジネ
スフォーム。
【請求項１５】
　イメージ部が、第二プライのダイカット部分を含む、請求項１３に記載のビジネスフォ
ーム。
【請求項１６】
　前記ビジネスフォームまでダイカットされたラベル部分をさらに含み、前記ラベル部分
が少なくとも１つのラベルを形成する、請求項１０に記載のビジネスフォーム。
【請求項１７】
　リストバンドがその第一部分を形成し、ラベル部分がその第二部分を形成し、連続スト
リップとして配置された複数の前記ビジネスフォームをさらに含む、請求項１６に記載の
ビジネスフォーム。
【請求項１８】
　前記窓が、前記ラミネートストラップの透明ラミネート部分を含む、請求項１０に記載
のビジネスフォーム。
【請求項１９】
　巻き付け式セルフラミネートリストバンドを含むプリンタ処理可能なビジネスフォーム
において、前記セルフラミネートリストバンドが、イメージ受け末端および反対窓末端を
有する単一幅ラミネートストラップを含み、前記ストラップが前記ビジネスフォームから
分離可能であって、前記リストバンドが前記ビジネスフォームから分離して窓末端がイメ
ージ受け末端の上に巻きつくと、イメージ受け末端に付与されたイメージをラミネートし
てリストバンドを着用者の手首に固定するために、接着剤の層が２つの末端を貼り合わせ
るように、イメージ受け末端に塗布された接着剤の層をさらに含む、ビジネスフォーム。
【請求項２０】
　イメージ受け末端がイメージ受け部分を有し、窓末端が透明ストラップ部分を含み、窓
末端が、異なる位置までイメージ受け末端に巻き付けられながら、まだイメージ受け部分
に透明ストラップ部分を一致させるように、前記透明ストラップ部分がイメージ受け部分
よりも十分に長い長さを有する、請求項１９に記載のビジネスフォーム。
【請求項２１】
　窓末端が接着されたときに、実質的に完全に封止することによってイメージ受け部分を
ラミネートするように、前記接着剤の層がイメージ受け部分を実質的に完全に包囲する、
請求項２０に記載のビジネスフォーム。
【請求項２２】
　イメージ受け部分が、前記ストラップに接着される材料の第二層を含む、請求項２１に
記載のビジネスフォーム。
【請求項２３】
　２つの末端が結びついて接着される際に適切に位置合わせされていれば、前記窓末端が
イメージ受け部分を完全に覆うように、前記イメージ受け末端が窓末端よりも狭い幅を有
する、請求項２２に記載のビジネスフォーム。
【請求項２４】
　複数の自己接着ラベルをさらに含む、請求項１９に記載のビジネスフォーム。
【請求項２５】
　つながって連続ストリップになっている複数の前記ビジネスフォームをさらに含む、請
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求項２３に記載のビジネスフォーム。
【請求項２６】
　つながって連続ストリップになっている複数の前記ビジネスフォームをさらに含む、請
求項２４に記載のビジネスフォーム。
【請求項２７】
　前記リストバンドが、前記ビジネスフォームまでの少なくとも１つのダイカットによっ
て形成されている、請求項１９に記載のビジネスフォーム。
【請求項２８】
　前記ダイカットが断続ダイカットである、請求項２７に記載のビジネスフォーム。
【請求項２９】
　巻き付け式セルフラミネートリストバンドを含むプリンタ処理可能なビジネスフォーム
であって、前記セルフラミネートリストバンドが、イメージ受け末端および巻き付け末端
を有する単一幅ラミネートストラップを含み、前記ストラップが前記ビジネスフォームか
ら分離可能であって、前記リストバンドが前記ビジネスフォームから分離して巻き付け末
端がイメージ受け末端の上に巻きつくと、イメージ受け末端上のいかなるイメージもラミ
ネートしてリストバンドを着用者の手首に固定するために、接着剤の層が２つの末端を貼
り合わせるように、イメージ受け末端に塗布された接着剤の層をさらに含む、ビジネスフ
ォーム。
【請求項３０】
　前記ストラップが、少なくとも巻き付け末端において実質的に透明である、請求項２９
に記載のビジネスフォーム。
【請求項３１】
　前記ストラップが、実質的にその全長にわたって実質的に透明である、請求項３０に記
載のビジネスフォーム。
【請求項３２】
　実質的に透明なラミネートリストバンドストラップであって、前記ストラップが、その
少なくとも１つの末端に塗布される接着剤を有しており、着用者の手首に巻き付いて反対
末端を越えて延在し、リストバンドを着用者の手首に取り付けて前記反対末端上に現れる
いかなるインプリントデータに重ねるように、十分に長い、リストバンドストラップ。
【請求項３３】
　前記ストラップの一端に塗布されたイメージ材料の層をさらに含み、前記イメージ材料
が印刷イメージを受けて保持するようになっており、前記ストラップが、その反対末端の
下にあるインプリントデータの視認を可能にするように、実質的に透明である、請求項３
２に記載のリストバンドストラップ。
【請求項３４】
　前記接着剤が、前記イメージ層の少なくとも片面に塗布されたパッチ状接着剤を含む、
請求項３３に記載のリストバンドストラップ。
【請求項３５】
　前記接着剤が、前記イメージ層の反対側に塗布されたパッチ状接着剤を含む、請求項３
４に記載のリストバンドストラップ。
【請求項３６】
　前記パッチ状接着剤が、実質的にイメージ層に隣接している、請求項３５に記載のリス
トバンドストラップ。
【請求項３７】
　前記イメージ材料の層が、前記ストラップに接着されたラベルを含む、請求項３３に記
載のリストバンドストラップ。
【請求項３８】
　前記イメージ材料の層が、感熱印刷材料の被覆を含む、請求項３３に記載のリストバン
ドストラップ。
【請求項３９】



(5) JP 2011-520154 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

　前記イメージ材料の層が、ストラップ上に噴霧することによって塗布される、請求項３
８に記載のリストバンドストラップ。
【請求項４０】
　複数の前記ストラップが、そこからの容易な分離のために隣接するストラップを分離す
る脆弱線を備えてページ上に形成されており、その反対末端の下にあるときにインプリン
トデータの視認を可能にするように、少なくとも前記ストラップのある部分が実質的に透
明である、請求項３２に記載のリストバンドストラップ。
【請求項４１】
　情報がインプリントされた自己接着ラベルをさらに含み、前記ラベルがストラップ反対
末端に接着され、前記ストラップが、反対末端の下にあるときにインプリントデータの視
認を可能にするように実質的に透明である、請求項３２に記載のリストバンドストラップ
。
【請求項４２】
　前記ストラップがラミネート層およびフェースストック層を有し、前記フェースストッ
ク層が、印刷された情報を受けて保持するようになっており、前記ストラップの反対末端
の付近に位置する、請求項３２に記載のリストバンドストラップ。
【請求項４３】
　キャリアをさらに含み、前記キャリアがフェースストックウェブおよびラミネートウェ
ブを有し、前記フェースストック層は前記フェースストックウェブのダイカットによって
象られ、前記ラミネート層が前記ラミネートウェブのダイカットによって象られ、前記フ
ェースストック層が前記ラミネート層に接着されている、請求項４２に記載のリストバン
ドストラップ。
【請求項４４】
　ラミネートリストバンドストラップであって、前記ストラップが、その少なくとも１つ
の末端の付近に取り付けられた機械的締め具を受けるようになっており、着用者の手首に
巻き付いて反対末端を越えて延在し、リストバンドを着用者の手首に取り付けて前記反対
末端上に現れるいかなるインプリントデータに重ねるように、十分に長い、リストバンド
ストラップ。
【請求項４５】
　前記機械的締め具が前記ストラップの末端に取り付けられる少なくとも１つのスナップ
留めを含み、前記ストラップが実質的に透明である、請求項４４に記載のリストバンドス
トラップ。
【請求項４６】
　前記機械的締め具が、前記ストラップに沿った一連の穴を含み、前記スナップ留めが、
それによってリストバンドを着用者の手首に取り付けるために前記穴の少なくとも１つに
取り付けられるようになっている、請求項４５に記載のリストバンドストラップ。
【請求項４７】
　前記機械的締め具が、前記ストラップの対向辺に取り付けられるようになっている１対
のスナップ留めと、前記ストラップの対向辺上の一連の穴とをさらに含み、それによって
前記ストラップの両辺を所定位置に取り付けるために、前記スナップ留めのそれぞれが対
応する一連の穴にある穴のうちの１つに取り付けられるように、ストラップが着用者の手
首に巻き付けられたときに前記スナップ留めのそれぞれが前記一連の穴のうちの１つに合
わせられる、請求項４６に記載のリストバンド。
【請求項４８】
　反対末端に取り付けられたラベルをさらに含み、前記ラベルが印刷イメージを受けて保
持することができる、請求項４７に記載のリストバンド。
【請求項４９】
　それによってラミネートするために、スナップ留めをそれぞれの穴に取り付けることに
よってストラップをラベル上に取り付けるように、前記一連の穴がラベルより内側にある
、請求項４８に記載のリストバンド。
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【請求項５０】
　実質的に透明なラミネートリストバンドストラップと、複数のラベルとを含むビジネス
フォームであって、前記ストラップが、その少なくとも１つの末端に取り付けられた機械
的締め具を有し、着用者の手首に巻き付いて反対末端を越えて延在し、リストバンドを着
用者の手首に取り付けて前記反対末端上に現れるいかなるインプリントデータに重ねるよ
うに、十分に長い、ビジネスフォーム。
【請求項５１】
　複数の実質的に透明なラミネートリストバンドストラップを有するページを含むビジネ
スフォームであって、前記ストラップの少なくともいくつかが、その少なくとも１つの末
端に取り付けられた機械的締め具を有し、着用者の手首に巻き付いて反対末端を越えて延
在し、リストバンドを着用者の手首に取り付けて前記反対末端上に現れるいかなるインプ
リントデータに重ねるように、十分に長い、ビジネスフォーム。
【請求項５２】
　実質的に透明なラミネートリストバンドストラップにおいて、前記ストラップが、その
長さにわたって実質的に同じ幅と、リストバンドを着用者の手首に取り付けるためにその
一端を反対末端に接着するためにその末端に塗布された少なくとも１つのストライプ状接
着剤と、前記ストラップが着用者の手首に巻き付けられて接着されるように接着剤末端に
貼付されて位置する、プリンタ処理可能なラベルと、を有し、前記ストラップの一部分が
前記ラベルを覆っている、リストバンドストラップ。
【請求項５３】
　前記少なくとも１つのストライプ状接着剤がストラップの末端に塗布されている、請求
項５２に記載のリストバンド。
【請求項５４】
　前記少なくとも１つのストライプ状接着剤がラベルの内側に塗布されている、請求項５
２に記載のリストバンド。
【請求項５５】
　２つのストライプ状接着剤が塗布され、前記ストライプ状接着剤の１つがラベルの各辺
に位置する、請求項５２に記載のリストバンド。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　巻き付け式セルフラミネートリストバンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルフラミネートリストバンドは、主に本発明の出願人による発明の成果を通じて、医
療用途向けに広く入手可能となり、大きな商業的成功を収めている。特許を取得し、大き
な商業的成功を享受しているセルフラミネートリストバンドの、いくつかの異なる実施形
態の例は、参照によってその開示が本願に組み込まれる、米国特許第５，９３３，９９３
号、米国特許第６，４３８，８８１号、米国特許第７，０１７，２９３号、および米国特
許第７，２２２，４４８号のうちの１つ以上において見いだされるであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５，９３３，９９３号明細書
【特許文献２】米国特許第６，４３８，８８１号明細書
【特許文献３】米国特許第７，０１７，２９３号明細書
【特許文献４】米国特許第７，２２２，４４８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　これらのセルフラミネートリストバンドは部分的に、リストバンドをキャリアから分離
した後に２つのクラムシェル二分割部が折り重なってイメージ部にラミネートするように
蝶番結合された、ラミネート層のクラムシェルで形成されている。少なくとも１つの実施
形態はその末端で蝶番結合されているクラムシェルを示しているが、これらの実施形態の
ほぼ全てにおいて、クラムシェルはその長さ寸法に沿って蝶番結合されている。この配置
では、クラムシェル二分割部の１つに接着されるイメージ領域は、２つの二分割部を結合
する蝶番に沿ってそれらを単に折り畳むことによって、容易にラミネートされるように位
置決めされている。これは、キャリアから分離した後にリストバンドを「組み立て」また
はラミネートし、その後患者の手首に装着するための、迅速で容易な方法を提供する。多
くの異なる形式および配置の、数百万のこれらの設計リストバンドは、本出願人によって
販売されており、顧客／ユーザはそれらを使用して、彼らの多くの用途に理想的に適して
いることを見いだした。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　代替設計リストバンドを改良および開発するための取り組みを継続する中で、本発明者
は、的確簡潔に、従来のクラムシェル設計よりも簡素ですらあるかも知れない、そしてキ
ャリアからの分離および患者手首への装着がほぼ間違いなく早い、新規発明的設計巻き付
け式セルフラミネートリストバンドを、本出願人のために開発した。基本的に、この新規
発明は、印刷イメージを担持するためのイメージ末端およびそれをラミネートするために
イメージ末端に重なるための反対または「窓」末端を有する、わずかに長い単一幅の、実
質的に透明なストラップを含む。言い換えると、この設計は、本出願人が商品化して大き
な成功を収めたクラムシェル配置を離れ、代わって着用者の手首にリストバンドを装着す
るためのいくつかのやり方のうちの１つで固定される、重ね合わせ透明ラミネートまたは
窓領域を提供する反対末端で、患者の手首に巻き付ける、単一のストラップを提供する。
ストラップ全体が実質的に透明なものとして提供されるが、代替として、装飾的な設計で
ストラップの長さ部分を目隠しし、印刷イメージが見える窓を実際に形成してもよい。こ
の実施形態において、窓は好ましくは、確実にイメージ領域が見えるようにしながら、オ
ーバーラップ量およびひいてはリストバンドの長さを調整可能にするために、イメージ領
域よりも目に見えて長くなるように、設けられている。「透明」ラミネートが好ましいも
のの、たとえばバーコードの可読性を強化するため、またはその他のいずれかの目的のた
め、１つ以上の切り抜きが設けられることも可能である。また、いくつかの実施形態にお
いて、ストラップが手首に巻き付けられるように、イメージ領域末端の幅は好ましくはわ
ずかに小さくてもよく、窓末端はそれでもなお窓を通してそのフェースが完全に見えるよ
うにイメージ領域に完全に重なってラミネートしながら、わずかにずれるかまたは「緩ん
で」いてもよい。さらに別の代替は、リストバンドに、その両側の少なくとも一方の一部
に沿って湾曲するか、輪郭を持つか、曲線をなす縁を、おそらく極端には両側の両方の縁
に沿って形成された砂時計または「細腰の」バンドを持たせ、または参照によってその開
示が本願に組み込まれる、２００６年１０月２７日出願の同時係属出願番号１１／５５３
，８７３に見いだされる開示によって例示されるような輪郭を持った辺を持たせている。
【０００６】
　本発明の「巻き付け式」リストバンドのための多くの代替配置が考えられてきた。たと
えば、２層構造を提供する代わりに、印刷フェースストックラベルとは別に１層ラミネー
トストラップが提供され、ストラップを患者の手首に巻き付ける前にラミネートストラッ
プにラベルを接着することによって、２つを組み立てることができる。ラベルは自己接着
するように設けられ、個別のパッチ状またはストライプ状接着剤がラミネートストラップ
に設けられることが可能で、リストバンドが固定される際にラベルを完全に包囲するか、
またはラベルがラミネートの２つの外層の間に捕捉されている間、オーバーラップしてい
るラミネートストラップによって完全に封入されないように、単に「巻き付け」末端を反
対末端に取り付ける。そして、ラミネートストラップがその末端を固定または解放させる
ように、ラベルの片側に接着剤が塗布されてもよい。便宜上、本明細書において、「ラミ
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ネート」（ｌａｍｉｎａｔｅまたはｌａｍｉｎａｔｉｎｇ）という用語は、ラミネートの
２つの層がその間のイメージ領域を捕捉しているが、必ずしも封入しているとは限らない
配置を指すために使われている。場合によっては、ラミネート層は、本出願人のその他の
特許で開示されている別のセルフラミネートリストバンド設計のほとんどのように、イメ
ージ領域を完全に封入するために一緒に接着されていてもよい。しかしながら別の場合に
は、ラミネートオーバーレイの両側もしくは両端、または両側および両端は、所定の位置
に接合されてはならない。この開示の目的のため、これらの配置もまた「ラミネート」（
ｌａｍｉｎａｔｅまたはｌａｍｉｎａｔｉｎｇ）の定義を満たすと考えられるべきである
。
【０００７】
　この設計リストバンドは一端の他端に対する「巻き付け」またはオーバーラップを要す
るので、リストバンドの長さは、好ましくはクラムシェル設計の対応する「仕上がり長さ
」セルフラミネートリストバンドよりもわずかに長い。リストバンドが小児科用途向けな
どの小さい手首を対象とする場合には、これは問題ではなく、この設計は、レーザプリン
タ処理のため、標準的な８．５×１１インチのシートに都合よくダイカットされてもよい
。この設計は、リーガルサイズまたは８．５×１４インチなど、もう少し長いシートのレ
ーザ印刷のため、大人用リストバンドにも適合可能である。また、リストバンドビジネス
フォームが、感熱式印刷用途を対象とするような、折り畳みまたはロールの連続紙として
提供されるときにも、これは問題とならない。リストバンド向けに最も一般的なフォーマ
ットは複数のラベルとの組み合わせなので、この設計リストバンドは、用紙の全体の幅が
プリンタの喉部寸法によって制限されるような感熱プリンタに、比類なく適している。単
一幅のため、本発明のリストバンドは、公称２インチ幅の用紙の上半分を占有し、下半分
は一連のラベルによって占有されるであろう。このように、複数のラベルと共に、セルフ
ラミネートで、大人用の、セルフラミネートリストバンドが、ほとんどの感熱プリンタに
よる処理に適した２インチ幅の連続紙またはロールフォーマットで、都合よく提供される
。上記で説明されたように、この設計は多用途向けで、多くのフォーマットに適している
。
【０００８】
　この設計リストバンドが好ましく提供される「ストック」は、パターン接着剤で裏当て
またはラミネートプライに接着されたフェースまたはイメージプライからなる、一般的な
２層ストックである。リストバンドはその後フェースプライおよびラミネートプライの両
方までダイカットされる：イメージ領域はフェースプライまでダイカットされ、ストラッ
プはラミネートプライまでダイカットされる。接着剤のパターンに応じて、たとえばスト
ラップおよび窓の長さをフェースプライにつなげる接着剤がない場合、ダイカットは、た
とえばリストバンドの所望の切り離しおよび使用の前に少なくともラミネートストラップ
を所定の位置に保持するために両方または少なくとも１つのプライの「つながり」を残し
ておく刻み目をダイに有する、「断続」ダイカットとすることができるであろう。その後
、ユーザは印刷後に断続ダイカットに沿ってストラップを切り離すことになる。接着剤の
「周囲」は、好ましくはイメージ領域の周辺に塗布され、本実施形態において実質的に封
止することによって「ラミネート」するために、イメージ領域に重なる窓末端の部分に接
着するように、キャリアからリストバンドを分離した後に露出されることになる。
【０００９】
　本明細書で開示される実施形態における代替として、ラベルまたはフェースストックプ
ライを提供する代わりに、費用、ストック材料、成型機械の能力などに応じて所望の領域
またはプライ全体にわたって、乳白色下地被覆の後に熱的活性被覆を塗布することによっ
て感熱プリンタのバージョンに合わせ、望ましければ保護フェース被覆を単一ラミネート
プライに塗布することによってより強い耐久性に合わせて、イメージ領域が形成されても
よい。提供される被覆材は、当業者にとって知られている適切な材料群から選択されるい
ずれでもよい。例としては、Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｉｎｋｓ　＆　Ｃｏａｔｉｎ
ｇｓのＥＨ０１２５５２直接熱被覆、ＥＣ００７０９４乳白色下地被覆、およびＯｒｇａ
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ｎｉｃ　Ｄｙｅｓｔｕｆｆｓ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＯＲＣＯ　Ｂｌａｃｋ　ＯＤＢ
－２　Ｌｅｕｃｏ－ｄｙｅ熱被覆がある。この「ストック」材料は、単一のリストバンド
シートレット、複数のリストバンド用紙、用紙フォーマットにラベルを備える「コンボ」
フォーム、および折り畳みまたはロールフォーマットの連続したストリップを含む感熱プ
リンタフォーマット、ならびに本出願人によって所有される様々なその他の特許出願にお
いて例示されているその他のいずれのフォーマットを作成するためにも、使用することが
できるであろう。
【００１０】
　さらに別の代替実施形態は、着用者の手首の周りでリストバンドを閉じるための、機械
的締め具を包含する。このような例の１つは、「巻き付け末端」の両側に位置するスナッ
プ留め、およびイメージ領域の内側でストラップ縁に沿って位置する２列の穴であり、そ
のうち１つの穴には各スナップ留めが固定されてストラップ末端に結合する。仕上がった
リストバンドの長さはこのように、どの対の穴にスナップ留めが固定されるかに応じて可
変となる。本実施形態において、ラミネートはイメージ領域に重なるが、いずれの縁でも
密封される必要はない。リストバンドに機械的締め具を含むことの代替として、これらに
は、リストバンドが処理および印刷された後に機械的締め具のアセンブリを収容するため
、事前に開けられた穴またはその他の弱い領域を有するリストバンドが、別途も受けられ
てもよい。
【００１１】
　本発明の主要な利点および特徴が上記に簡潔に説明されてきたが、以下の図面および好
適な実施形態の説明を参照することにより、より深い理解が得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】２層キャリアに形成された巻き付け式リストバンドの平面図である。
【図２】キャリアから分離され、反対末端に窓を画定する装飾的インプリントを有する巻
き付け式リストバンドの、底面図である。
【図３】ストリップ方向に配置されたラベルを備える巻き付け式リストバンドの平面図で
ある。
【図４】図３に示された巻き付け式リストバンドおよびラベルコンボフォームのロールの
斜視図である。
【図５】ページフォーマットに配置された、ラベルを備える巻き付け式リストバンドの平
面図である。
【図６】１対のスナップ留めおよびリストバンドを取り付けるための関連する連続穴を備
える、キャリア上の巻き付け式リストバンドの平面図である。
【図７】ページフォーマットに配置された、スナップ留めを備える巻き付け式リストバン
ドおよびラベルのマトリクスの平面図である。
【図８】ページフォーマットに形成された、スナップ留めを備える複数の巻き付け式リス
トバンドの平面図である。
【図９】被覆処理によって形成されたイメージ領域に跨る１対の接着剤ストリップを有す
る、分離された巻き付け式リストバンドの平面図である。
【図１０】ページフォーマットに配置された、図９に示される複数の巻き付け式リストバ
ンドの平面図である。
【図１１】その末端に１つの接着剤ストリップを有する、分離された巻き付け式リストバ
ンドの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の巻き付け式セルフラミネートリストバンド２０の第一の実施形態は、図１に示
されており、上面プライ２４および底ラミネートプライ２６からなる２層キャリア２２を
含む。面プライ２４の第一ダイカット２８はイメージ領域３０を形成し、底ラミネートプ
ライ２６の第二ダイカット３２はリストバンドストラップ３４を形成する。ダイカット３
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２は、他の図で示されているように、断続ダイカットであってもよい。ラミネートリスト
バンドストラップ３４は、好ましくはイメージ領域３０が接着される細末端３６および太
末端３８を有するように、示されている。細末端３６が太末端３８につながる頸部付近の
点線４０は、接着剤の層４２がリストバンドストラップ３４の細末端３６に塗布される場
所の末端を示す。リストバンド２０がキャリア２２から分離するときにイメージ領域３０
を包囲する接着剤を露出するように、解放層（図示せず）がイメージ領域を包囲している
。好ましくはイメージ領域３０からラミネートストラップ３２を分離する解放層がないの
で、リストバンドを分離する指示に従った場合に、解放層が付与されてもラミネートスト
ラップと共に分離するとはいえ、これは接着したままで、キャリア２２から分離するとラ
ミネートストラップと共に分離する。イメージ領域３０の角を押し下げて分離した後、ラ
ミネートプライ３４の太末端３８を手首の周りに巻き付け、完全に覆うためにそれをイメ
ージ領域３０の上に押し当てることによって、リストバンド２０が着用者の手首に装着さ
れ、イメージ領域３０をラミネートするために、接着剤の周囲層４２が２つのラミネート
層を合わせて接着する。本実施形態において、太末端３６は、イメージ領域３０上の不正
確な位置合わせを許容しながらまだそれを完全に密封および封止するのに、役立つ。快適
性のため、およびだらりと垂れ下がった末端によるいかなる患者の不快からも保護するの
に役立てるため、過剰な長さは切り落とされてもよい。
【００１４】
　図２に示されるように、ラミネートストラップ３２は、イメージ領域３０が見える窓４
６を画定するために、装飾的パターン４４がインプリントされてもよい。窓４６をイメー
ジ領域３０よりも実質的に長くすることによって、リストバンドは、異なる手首に適合し
ながらも、その視認を可能にするために窓４６の一部がイメージ領域３０に確実に重なる
ようにする大きさであってもよい。これは、ストラップ３２を完全に透明なものとして提
供することに対する代替である。
【００１５】
　リストバンド２０は、図３に示されるように、連続ストリップ５０に一連のラベル４８
を備えて、連続構造において提供されてもよい。また、図３に示される断続ダイカット線
５４とはわずかに異なる構造の、リストバンドラミネートストラップ３２の一端のミシン
目の線５２も、同図に示されている。ミシン目線５２は、断続ダイカット５４よりも、ス
トラップ３２のキャリア２２からの分離に対してわずかに大きい抵抗を提供するので、使
用前のプリンタによる処理およびその他の取り扱いの際にストラップ３２が誤って分離す
ることがないように、さらなる確実性を提供する。この増強された強度により、ミシン目
は本質的に蝶番を形成する。これらの変形例の全ては、これらの用語が本明細書で使用さ
れる意味において、脆弱線またはダイカットと見なされる。さらに、使用されるダイカッ
トは、ある程度は設計選択の問題であって、様々な材料を使用した様々な用途における実
地試験によって異なり、本発明は、別途明確に記載されない限り、ダイカットの選択など
に限定されるものではない。
【００１６】
　図３に示される連続構造は、折り畳み構成または図４に示されるようなロールフォーマ
ット５６において提供されてもよい。使用されるさらに別のフォーマットには、図５に示
されるようなページ５８がある。図３から図５に示されるフォーマットにおいて、自己接
着ラベル４８の下にあるウェブ構造は好ましくは異なっており、従来技術において知られ
ているように、そして先に記載されたものを含む本出願人によって所有される様々なその
他の特許に示されるように、キャリア２２から分離されるとラベル４８に塗布された接着
剤の層を露出するために貼付された解放層を有する、異なる裏当てシートまたはウェブ（
図示せず）を備えている。
【００１７】
　接着剤の層の代わりに、関連する一連の穴６２をそれぞれ有するスナップ留め６０など
の１つ以上の機械的締め具が、着用者の手首の周りにリストバンドを取り付けるために使
用されてもよい。各スナップ留めは、好ましくは、リストバンドストラップを固定するた
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めに、最初に関連する穴６２の１つを通ってその後メス部材６６に挿入される、オス部材
６４を含んでもよい。そのように固定されると、ラミネートストラップ３２の一端はイメ
ージ領域３０に重なり、これは別途供給されてもよく、またはキャリア２２の一部として
もしくはキャリア２２上に形成されるリストバンド２０の一部として提供されてもよい。
本実施形態において、ラミネートストラップ３２はイメージ領域に重なるが、好ましくは
縁が密封されないように接着剤は使用されず、それでもなおこれらの用語が本明細書で使
用される意味において、ラミネートされている。図６に示されるリストバンド２０がキャ
リア２２のない状態で提供される場合には、ストラップ３２は好ましくは、ある程度より
重く厚みのあるラミネートとして構成され、イメージ領域３０は、好ましくは自己接着ラ
ベルであってもよい。
【００１８】
　図６に示されるリストバンド２０は、図７に示されるページフォーマット上のラベル６
８のマトリクスと組み合わされて提供されてもよく、あるいは図８に示されるページ７０
上のリストバンドのみの群として提供されてもよい。
【００１９】
　さらに別の実施形態は、図９に示されており、１対のパッチ状またはストライプ状接着
剤７６によって包囲されたイメージ領域７４を備える、単一ラミネートストラップ７２を
含む。図９に示されるように、リストバンドは本質的にはストラップであって、図８に示
され以下に記載されるものと同様に、キャリアまでダイカットされることによって形成さ
れる。意図された使途の特定のパラメータに適合するために望ましいように、ストラップ
はより薄くても厚くてもよい。イメージ領域７４は、別途供給されて印刷されるラベルで
もよく、あるいは上記でより詳しく述べられたように、熱受容印刷剤の被覆であってもよ
い。図９のリストバンド２０を固定するために、反対末端は、２つのストライプ状接着剤
７６および含まれるイメージ領域７４を重ねるように巻き付けられ、押し当てられる。適
切に接着されると、イメージ領域７４の２つの末端は密封されるが両辺は密封されず、し
かしながら本明細書で用語が使用される意味において、ラミネートされる。
【００２０】
　図１０は、図９に示され説明されたリストバンドのいくつかの変形例を示す。複数のリ
ストバンド２０は、キャリア８０を備えるかまたは備えない、ページ７８を含む。隣接す
るリストバンド２０は好ましくは、容易に分離して個別に使用されるように、脆弱線８２
によって分離されてもよい。イメージ領域８４は、各リストバンド２０上に個別に形成さ
れ、その両側にストライプ状接着剤８６を有するように示されているが、ただしその代わ
りに、図１１に示されるように、各リストバンド用のイメージ領域の両側に単一のストラ
イプ状接着剤が提供されてもよい。イメージ領域８４は、熱受容材の被覆で形成されても
よく、ダイカット８２が作られる前に、ラミネートのページに連続的に塗布されてもよい
。また、イメージ領域８４は、ページプライ７８を含むラミネートプライに接着されたフ
ェースストックプライで形成されてもよい。さらに、イメージ領域８４を形成するために
使用されるフェースストックプライはストライプ状接着剤と、着用者の手首に装着したと
きにストライプ状接着剤を露出するための取り外し可能なタブを形成するために作られた
ダイカット８８とを覆うように容易に延びてもよい。
【００２１】
　本発明者が想定するところでは、様々な材料が使用されてもよい。たとえば、好ましく
は約１．５から約４ミルの厚みを有する、より軽くて薄いラミネートストラップ向けに、
好ましくはポリエチレンまたはポリエステルまたはポリプロピレンが使用されてもよい。
より重くて厚いラミネートストラップ向けには、好ましくはビニル、ポリエチレン、また
はポリウレタンが使用されてもよく、好ましくは約４から約１２ミルの厚みを有してもよ
い。フェースストックは好ましくは標準的な２０番接着剤、または従来技術で知られてい
るその他の適切な紙用ストックであってもよい。接着剤はまた知られており、その選択は
、リストバンドがレーザまたは感熱プリンタのいずれで処理されるように意図されている
かに応じて決定される、設計選択の問題となる。イメージ領域は、熱受容印刷剤として好
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ましくはＥＩＣ　ＥＨ０１２５５２またはＯＲＣＯ　Ｂｌａｃｋ　ＯＤＢ－２の被膜を、
好ましくは約０．１から約０．５ミルの間の厚みで、塗布することによって形成されても
よい。これらの材料はすべて当業者には知られており、費用、入手可能性、用途、および
その他の設計パラメータに応じて、その他の適切な材料が代用されてもよい。
【００２２】
　本発明は、好適な実施形態の図面および説明を通じて例示的に開示されたが、添付の請
求項およびその同等物の範囲によってのみ限定されるべきである本発明の範囲において、
その他の代替が含まれることは、自明であろう。たとえば、着用者の手首の周りにリスト
バンドを固定するために、スナップ留め以外の機械的締め具が使用されてもよい。イメー
ジ領域は、オーバーラップするフェースストックプライまたはウェブの一部として形成さ
れてもよく、所望の情報が印刷された後に自己接着ラベルとして貼付されてもよく、熱受
容印刷被覆として貼付されてから感熱プリンタで処理されてもよく、またはその他の方法
であってもよい。ラミネートストラップは、実質的に全長にわたって実質的に一定の幅を
有してもよく、イメージ領域において細末端を有してもよく、または特定の用途に応じて
その他の形状を有してもよい。ラミネートストラップは、手首のサイズが異なる人々への
装着に使用できるように、中間位置で重なって固定される大きさであってもよい。このよ
うに、ラミネートストラップは、特定の用途に適合する様々な長さを有してもよい。スト
ライプ状またはパッチ状接着剤は、着用者の手首の周りでリストバンドを固定するために
使用される限り、異なる位置に塗布されてもよい。本開示は着用者の手首に関して言及さ
れてきたが、いかなる着用者の身体部位も本発明の適用に適していることは理解されるべ
きであり、「リストバンド」という用語は便宜上使用されただけである。リストバンドは
、個別に、リストバンドのページの一部として複数で、「コンボ」フォームとしてラベル
と組み合わされて、形成されてもよく、一般にシートレットと呼ばれる小さいページサイ
ズで形成されてもよく、またはそれ以外であってもよい。本教示に基づいて、さらに別の
変形例が当業者には容易に着想されるであろうが、これらの変形例は、本発明の範囲に含
まれると意図される。
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